
正会員各位 
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⼀般社団法⼈滋賀県作業療法⼠会 
選 挙 管 理 委 員 ⻑  瀧 沢 幸 美 

                     （公印略） 
⼀般社団法⼈滋賀県作業療法⼠会 役員選挙 公⽰ 

 
定款第 5 章 29 条に基づく 2025 年 6 ⽉ 14 ⽇の役員任期満了に伴い、定款 5 章 26 条による役員候補者

選挙を下記のとおり公⽰する。 
記 

１．役員選挙の位置づけ 
 役員は社員総会（県⼠会総会）における社員（県⼠会員）による選任で決定するものである。 
 
 
 
２．役職名と定数 
 理事候補  3 名以上 15 名以内     監事  2 名以内 
３．⽅法 
（1）条件 
  ⽴候補者は正会員であること。計 3 名（内、代表者を現理事とする）からの推薦を得ること。 
（2）⽅法 
 ・⽴候補者は、役員候補者選挙⽴候補届（第 1 号様式）を期間内に選挙管理委員⻑へ届け出ること。 
 ・推薦者は、役員選挙候補者推薦届（第 2 号様式）を期間内に選挙管理委員⻑へ届け出ること。 
 ・様式は各⾃でダウンロードして利⽤すること。 
（3）受付期間 
  公⽰⽇ 〜 2025 年 3 ⽉ 19 ⽇（⾦）必着 
（4）提出先 

・提出は選挙管理委員会へのメールのみ。（senkan@shiga-ot.jp） 
 ・⽴候補者は件名を【⽴候補届】、推薦者は件名を【推薦届】とし、各々必要な届書を PDF にて添付し

て提出する。 
（5）⽴候補者の告⽰ 
  3 ⽉中旬には本会⼀括メールならびにホームページにて公表する。 
４．選挙について 
（1）投票（決議）できる会員 
  滋賀県作業療法⼠会に登録されている全ての正会員 
（2）投票期⽇・投票の⽅法（定款第 4 章 21 条 決議） 
  2025 年 6 ⽉ 14 ⽇（⼟）社員総会による決議 

以上 


